
　子育て世代を対象として、養老鉄道の利用機会の創
出を支援するため、回数券を交付します。（１世帯に
つき１年度内１回）

○対象者
・町に住民登録をしている未就学児とその保護者など

○支援内容
・養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区
間）の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）
未就学児が２人までの世帯　１冊
未就学児が３人以上の世帯　２冊

○申請に必要なもの
・保護者などの住所が確認できる書類
　（運転免許証、健康保険証　など）
・未就学児の住所および年齢が確認できる書類
　（健康保険証、医療受給者証　など）

養老鉄道マイレールチケットについて

養老町子育て世代公共交通利用支援事業
　高齢者が運転免許証を返納した後などの外出時の移
動手段として、養老鉄道の利用を支援するために回数
券を交付します。（１人につき１回限り）

○対象者（次の項目全てに該当する人）
・町に住民登録をしている人
・65歳以上の人（運転経歴証明書の交付日において）
・公安委員会が交付する運転経歴証明書の交付を受け
ている人
・運転経歴証明書の交付の日から起算して１年以内で
ある人

○支援内容
養老鉄道回数券マイレールチケット21（210円区間）
１冊の交付
※回数券は210円券×21枚つづり
（有効期間は交付の日から６カ月後の月末日まで）

○申請に必要なもの
・運転経歴証明書

養老町高齢者公共交通利用支援事業

詳しくは、建設課までお問い合わせください。

建設課　☎32-5081

毎年２月は「相続登記はお済みですか月間」です

裁判所からのお知らせ

岐阜県司法書士会　事務局　☎058-246-1568
　　　　　　　　　　　　　FAX 058-245-2327
　　　　　　　　　　　　　HP: https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp

岐阜地方裁判所事務局　総務課　☎058-262-5122

　岐阜県司法書士会では、毎年２月の１カ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり無料相談を実施いたし
ます。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスをいたします。

名 称：「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
相 談 料：無料
期間および場所：２月１日（土）～28日（金）
　　　　　　　　県内すべての司法書士事務所（各事務所の執務時間内）
相 談 例：土地の名義が先々代のままです。
　　　　　　　　パートナーに全財産を相続させたいのですが…
　　　　　　　　相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

　相続登記とは、相続した不動産の所有者が亡くなったとき、亡くなった人から相続人に名義を変更することをいいます。令和
６年４月１日に施行した改正不動産登記法では相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続の発生を知った日から
３年以内に申請する必要がありますが、相続の発生が令和６年４月１日より前の場合は、令和９年３月末日までに登記申請をす
ることが必要です。直ちに遺産分割や相続登記の申請をすることが難しい場合などには、相続人申告登記をすることができま
す。

家庭裁判所調査官について
　家庭裁判所は少年非行や家庭に関する紛争を扱います。非行少年の立ち直りや家庭の問題解決のためには、少年や家族それぞ
れの心理や人間関係、環境などを十分に考慮する必要があります。そこで、行動科学の専門的な知識や技法を持った家庭裁判所
調査官（家裁調査官）が重要な役割を果たしています。
　家裁調査官は、少年事件では非行を起こした少年や保護者と会い、家庭や学校を訪問することで、様々な視点から情報を集め、
非行の原因や立ち直りの方法を考え、裁判官に報告するとともに教育的な働きかけを行います。家事事件では、子どもをめぐる
争いの中にいる人や子どもと会い、子どもの幸せを最優先にした解決の方法を考え、裁判官に報告するとともに両親にも子ども
の思いを伝えて助言するなど、家族関係の再構築に向けて取り組みます

家裁調査官になるには･･･
　裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調査官補）に合格
　　→約２年間の研修　→家裁調査官に任命

家裁調査官に興味がある人はぜひ
裁判所ウェブサイト（採用情報）https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html
をご覧ください。

司法書士による「成年後見相談会」の開催のお知らせ
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部では、成年後見制度の普及と高齢者の権利保護を図るため、司法書
士による「成年後見相談会」を開催します。

司法書士による「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
日 時：３月１日（土）　13時30分～16時10分
　　　　（要予約・先着順［12枠］）
　　　　予約受付　２月12日（水）～26日（水）
場 所：岐阜市薮田南五丁目14番53号　ＯＫＢふれあい会館４階
　　　　401、403、404、405　小会議室
相談例：ひとり暮らしの今後が不安。知的障害を持つ子どもの将来が心配。
　　　　遺産分割協議をしたいけど相続人の一人が認知症でできない。
　　　　年金が母のために使われていないみたい…どうしよう。
費 用：無料

（公社）成年後見センター・リーガルサポート
岐阜県支部（岐阜県司法書士会事務局内）　☎058-259-7118

スマイルカードについてのお知らせ

養老カード振興会（町商工会内）　☎32-0549

　地域の皆さまには、日頃より養老スマイルカードをご利用いただきありがとうございます。この度、養老スマイルカード
は令和６年 10月末をもちましてポイントの付与業務を終了いたしました。
　満点カードの使用は３月 20日（木）にて終了いたしますので、それまでに加盟店と利用店での買い物時に 500 円の商品券
としてご使用ください。
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